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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第146期

第２四半期連結
累計期間

第147期
第２四半期連結
累計期間

第146期
第２四半期連結
会計期間

第147期
第２四半期連結
会計期間

第146期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 104,698 95,677 53,185 47,648 215,390

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
1,397 △220 211 △222 4,363

四半期（当期）純利益又は四半

期純損失（△）（百万円）
66 △363 △298 △358 450

純資産額（百万円） － － 131,245 126,300 121,682

総資産額（百万円） － － 313,239 303,129 309,465

１株当たり純資産額（円） － － 311.19 299.37 288.62

１株当たり四半期（当期）純利

益金額又は四半期純損失金額

（△）（円）

0.15 △0.87 △0.72 △0.86 1.08

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 41.4 41.1 38.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
8,571 8,101 － － 17,593

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△12,080 △12,312 － － △23,191

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,394 △7,574 － － 8,753

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 17,937 14,178 25,988

従業員数（人） － － 2,708 2,809 2,706

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していな

い。

　　　　２　売上高には、消費税等は含まない。

　　　　３　第146期第２四半期連結累計期間及び第146期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。

　　　　４　第146期第２四半期連結会計期間及び第147期第２四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していない。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となった。

名称 住所
資本金
（百万
円）

主要な事業の内容
議決権の所有割合
又は被所有割合

(％)
関係内容

（連結子会社）

栗本コンクリート工業㈱
滋賀県愛荘町 200 建材事業 85

当社はコンクリート
製品等を販売してい
る。
役員の兼任等…有

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数（人）  2,809

  （注）　従業員数は就業人員である。

(2）提出会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数（人）  1,387

  （注）　従業員数は就業人員である。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りである。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

セメント事業 14,536 84.8

鉱産品事業 1,372 106.8

建材事業 546 109.2

光電子・新材料事業 3,419 137.3

合計 19,874 92.8

　   （注）１　金額は、製造原価ベースである。

   ２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

(2）受注状況

　当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りである。

事業の種類別セグメントの名称
受注高
（百万円）

前年同期比
（％）

受注残高
（百万円）

前年同期比
（％）

建材事業 1.932 85.4 2,687 77.0

不動産・その他事業 433 22.6 1,206 45.1

合計 2,365 56.6 3,893 63.2

　   （注）１　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

   ２　対象は、建材事業における各種工事、不動産・その他事業における各種ソフトウエア製作、各種電気工事等

である。なお、上記以外のセグメントについては、受注生産形態をとらない製品がほとんどであるため、記

載を省略した。

(3）販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りである。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

セメント事業 37,894 87.7

鉱産品事業 1,850 77.1

建材事業 2,701 105.9

光電子・新材料事業 3,984 112.8

不動産・その他事業 1,217 82.2

合計 47,648 89.6

　   （注）１　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

   ２　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合については、当該割当が100分の10以上となる取引

先が存在しないため、省略した。
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２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。

３【経営上の重要な契約等】

　 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第２四半期連結会計期間のわが国経済は、政府の経済対策による個人消費の下支えや海外経済の回復を背景に、輸

出等に持ち直しの動きが見られたものの、雇用情勢が悪化するなど、依然として厳しい状況が続いた。

　セメント業界においては、官公需が公共事業予算の縮小等により引き続き減少したことに加え、景気悪化により民需

も低調に推移したことから、当第２四半期連結会計期間のセメント国内需要は、前年同期に比べ15.5％減の10,628千ト

ンとなった。この結果、輸出分を含めた国内メーカーの総販売数量は、前年同期に比べ10.8％減の13,365千トンとなっ

た。

　このような情勢の中で、当社グループは、セメント事業においては、販売価格の改善に努めるとともに、補修費等の生

産コストの削減にも注力した。セメント以外の事業分野においては、既存製品の拡販や新製品の市場投入を行うなど、

事業拡大に努めた。また、循環型社会構築への貢献や環境負荷低減にもグループ全体で積極的に取り組んできた。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は、47,648百万円と前年同期に比べ5,537百万円の減収、経常損失は、

222百万円と前年同期に比べ433百万円の減益となった。四半期純損失についても、358百万円と前年同期に比べ59百万

円の減益となった。

事業の種類別セグメント別の概況は、次の通りである。

１　セメント事業

　セメント国内需要の減少により、売上高は、37,894百万円と前年同期に比べて5,325百万円（△12.3％）の減収と

なった。営業利益は、販売価格の改善や補修費等のコスト削減に努めたが、セメント販売数量減少の影響を補うこ

とができず、568百万円と前年同期に比べ242百万円（△29.9％）の減益となった。

２　鉱産品事業

　鉄鋼向け石灰石や骨材の販売数量が減少したことから、売上高は、1,850百万円と前年同期に比べて550百万円

（△22.9％）の減収となり、損益も75百万円の営業損失と前年同期に比べ141百万円の悪化となった。

３　建材事業

　地盤改良工事の増加などにより、売上高は、2,701百万円と前年同期に比べて150百万円（5.9％）の増収となり、

損益は9百万円の営業損失と前年同期に比べ26百万円の改善となった。

４　光電子・新材料事業

　光電子事業については、光通信用部品の販売価格下落や円高の影響により、減収減益となった。

　新材料事業については、プラズマディスプレイ用フィルターの販売増加等により、増収、損益改善となった。

　この結果、光電子・新材料事業の売上高は、3,984百万円と前年同期に比べ452百万円（12.8％）の増収となり、営

業損失は、334百万円と前年同期に比べ69百万円の改善となった。

５　不動産・その他事業

　エンジニアリング事業における設備工事の減少等により、売上高は、1,217百万円と前年同期に比べ263百万円

（△17.8％）の減収となり、営業利益は、324百万円と前年同期に比べ57百万円（△15.0％）の減益となった。
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(2）キャッシュ・フローの状況

 当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、減価償却費や長期借入れに

よる収入等により、前連結会計期間末に比べ136百万円の増加となった。その結果、当第２四半期連結会計期間末の資

金残高は14,178百万円となった。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において営業活動による資金の増加は、5,229百万円となった。これは減価償却費をはじ

めとする内部留保等によるものである。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において投資活動による資金の減少は、9,781百万円となった。これは、固定資産の取得

による支出8,152百万円があったこと等によるものである。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において財務活動による資金の増加は、4,702百万円となった。これは、長期借入れによ

る収入8,400百万円があったこと等によるものである。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更および新たに生じた課題

はない。

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を平成20年５月14日開催の取

締役会にて決定した。また、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業方針の決定が支配さ

れることを防止するための取組みとして、特定株主グループ(注１)の議決権割合(注２)を20％以上とすることを目的と

する当社株券等(注３)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の

買付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的

な買付方法の如何を問わない。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を

「大規模買付者」という。）に関する対応策（以下「本プラン」という。）の導入について、平成20年6月27日開催の

第145回定時株主総会において、承認された。その概要については、以下のとおりである。

　注１ 特定株主グループとは、

　(ⅰ)当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいう。）の保有者（同法第27条の23に規

定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなされる者を含む。）およびその共同保有者（同法第27

条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。以下同じ

とする。）、または、

　(ⅱ)当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいう。）の買付け等（同法第27条の２第１項に規定

する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含む。）を行う者およびその特別関係者

（同法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいう。）                                           

を意味する。

　注２ 議決権割合とは、

　(ⅰ)特定株主グループが注１の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第27条の23第４項

に規定する株券等保有割合をいう。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に

規定する保有株券等の数をいう。）も加算するものとする。）、または、

　(ⅱ)特定株主グループが注１の(ⅱ)記載の場合は、当該買付け等を行う者および当該特別関係者の株券等保有割合

（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいう。）の合計 　                   

をいう。

　株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第27条の２第８項に規定するものをいう。）および

発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいう。）は、有価証券報告書、半期報告書、四半期

報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとする。

　注３ 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等または同法第27条の２第１項に規定する株券

等のいずれかに該当するものを意味する。

 １. 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確

保・向上に資する者が望ましいと考えている。
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　 もっとも、当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者の在り方は、最終的

には株主全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判

断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考える。しかしながら、当社株式の大規模な買付行

為や買付提案の中には、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主が買付の条件等について検討

したり、当社の取締役会が代替案を提案するための充分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よ

りも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、株主共同の利益を毀損するものもありえ

る。このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務および事業の方針の決定を支配する

者として適当でないと判断する。

２. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

　①　本プラン導入の目的

　本プランは、前記１.に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組みとして導入したものである。

　また、本プランを運用するにあたっては、当社は、当社株式に対する大規模買付を行う際には、株主が適切な判断

をするために必要な情報や時間を確保したり、買付者と交渉を行うことが、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を確保し、向上させることにつながると考えている。そのため当社は本プランにおいて大規模買付行為を行

う際の情報提供等に関する一定のルール（以下「大規模買付ルール」という。）を設定することとした。

　②　大規模買付ルールの概要

　当社が設定する大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、

取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものである。その概要は以下

のとおりである。

　1）意向表明書の当社への事前提出

　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の誓約お

よび大規模買付者の名称等の情報を記載した意向表明書を提出する。

　2）必要情報の提供

　当社は、上記1）の意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当社取締役会に対して、株主の判断お

よび取締役会としての意見形成のために提供すべき必要かつ十分な情報（以下「大規模買付情報」という。）

のリストを当該大規模買付者に交付する。大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付者の属性および大規模

買付行為の内容によって異なるが、一般的な項目の一部は、以下のとおりである。

　a.大規模買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および組合員（ファンドの場合）その他の構成員

を含む。）の詳細（名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、財務内容、当社および当社グループ（以下

「当社ら」という。）の事業と同種事業についての経験の有無を含む。）

　b.大規模買付行為の目的および内容（買付対価の種類・価額、買付の時期・方法その他の買付条件およびその適

法性、関連する取引の仕組み、ならびに買付および関連する取引の実現可能性を含む。）

　c.買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け（資金の供与者の名称その他の概要、調達方法、関連する取引を

含む。）

　d.大規模買付行為完了後に意図する当社経営方針、事業計画、当社らの企業価値を持続的かつ安定的に向上させ

るための施策および当該施策が当社らの企業価値を向上させる根拠

　e.当社らの従業員、取引先、顧客その他の利害関係者と当社らとの関係に関し、大規模買付行為完了後に予定する

変更の有無およびその内容

　  なお、当初提供された情報だけでは大規模買付情報として不十分であると当社取締役会または特別委員会

が考える場合、十分な大規模買付情報が揃うまで、追加的に情報提供をしてもらうことがある。当社取締役会

は、大規模買付行為の提案および大規模買付情報の提供が完了した事実は速やかに開示する。
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　3）取締役会評価期間

　当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し大規模買付情

報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合）

または90日間（その他の大規模買付行為の場合）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立

案のための期間として与えられるものとする。

　4）特別委員会

　当社取締役会は、大規模買付ルールに則った手続きの進行ならびに当社株主の皆様の利益および当社の企業

価値を守るために適切と考える方策をとる場合におけるその判断の合理性および公正性を担保するため、特別

委員会規程を制定し、当社取締役会から独立した機関として特別委員会を設置する。特別委員会の委員は３名

以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社社外取締役、当社社外監査役および社外有識者(注４)の

中から選任する。

　特別委員会は、大規模買付者に対し、大規模買付情報の内容が必要情報として不十分であると判断した場合に

は、必要情報を追加的に提出するよう当社取締役会を通して求めることができる。また、特別委員会は、当社取

締役会から対抗措置の発動の是非について諮問を受けた日から原則として30日間が経過する日までに、大規模

買付行為を評価・検討し、特別委員会としての意見を当社取締役会に対して勧告する。

　当社取締役会は、特別委員会からの勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動・不発動の決議を行う。

　注４ 社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主た

る研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいう。

　③　大規模買付行為が為された場合の対応

　1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対で

あったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を

説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとらない。

　但し、大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらす

など、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ当社の企業価値または株主共同の

利益を確保するために必要であるときには、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当

等、会社法その他の法律が認める対抗措置をとることとする。

　具体的には、以下のいずれかの類型に該当する場合には、当該大規模買付行為は当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を著しく損なう場合に該当するものとする。

　a.真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取

らせる目的で株式の買収を行っている場合（いわゆるグリーンメーラーである場合）

　b.会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客

等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買収を

行っている場合

　c.会社経営を支配した後に、当社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用

する予定で株式の買収を行っている場合

　d.会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分

させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を

狙って株式の高価売り抜けをする目的で株式の買収を行っている場合

　e.大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収（最初の買付で全株式の買付を勧誘するこ

となく、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことを

いう。）など、株主の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあ

ると判断される場合（但し、部分的公開買付けであることをもって当然にこれに該当するものではない。）

　f.買付が行われる時点での法令等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に重大な損害をもたらすおそ

れのある買付等であると明らかに認められている買付と判断される場合

　2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

　大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合で、かつ当社の企業価値または株主共同の利

益を確保するために必要であるときには、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、新株予約権

の無償割当等、会社法その他の法律が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗することとする。
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　3）対抗措置の発動の手続き

　本プランにおいては、前記1)に記載のとおり大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則とし

て当該大規模買付行為に対する対抗措置はとらない。一方、前記1)に記載のとおり例外的に対抗措置をとる場合

ならびに前記2)に記載のとおり対抗措置をとる場合には、その判断の合理性および公正性を担保するために、ま

ず当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、特別委

員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か等を十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告

を行うものとする。

　当社取締役会は、対抗措置を講じるか否かの判断に際して、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとする。

　4）対抗措置発動の停止等について

　当社取締役会が具体的対抗措置を講じることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回また

は変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、特別委員会の助

言、意見または勧告を十分に尊重したうえで、対抗措置の発動の停止または変更等を行うことがある。

　④　株主・投資家に与える影響等

　1）大規模買付ルールが株主および投資家に与える影響等

　大規模買付ルールは、当社株主が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の

経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的とし

ている。これにより株主は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をするこ

とが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考える。した

がって、大規模買付ルールの設定は、株主および投資家が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであ

り、株主および投資家の利益に資するものであると考えている。

　2）対抗措置発動時に株主および投資家に与える影響

　対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主が、法的権利または経済的側面において格別の損失を被る

ような事態は想定していない。対抗措置の一つとして新株予約権の無償割当を行う場合は、当社が当該新株予

約権の取得の手続きをとることにより、大規模買付者等以外の株主の皆様は、新株予約権の行使価額相当の金

銭を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益

は発生しない。

　⑤　本プランの適用開始、有効期間および廃止

　本プランは、平成２０年６月に開催した当社第１４５回定時株主総会での承認により発効した。なお、有効期間

については、第１４５回定時株主総会の終結時から平成２３年６月開催予定の第１４８回定時株主総会の終結時

までである。

　本プランは、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または株主総会で選任された取締

役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止さ

れるものする。

３. 本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものではないことについて

　①　買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足している。

　②　株主意思を重視するものであること

　本プランは、平成20年６月に開催した第145回定時株主総会での承認により発効しており、株主の皆様のご意見

が反映されている。さらに、当社の取締役任期は１年となっており、取締役選任議案に関する議決権の行使を通じ

て、本プランに対する株主の皆様のご意見を示していただくことも可能である。

　③　特別委員会の判断の重視と情報開示

　本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外取締役、社外監査役お

よび社外有識者で構成される特別委員会により行われることとされている。

　また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の

利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されている。

　④　合理的な客観的要件の設定

　本プランにおける対抗措置の発動は、前記２.③「大規模買付行為が為された場合の対応」において記載したと

おり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的

な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえる。

　⑤　デッドハンド型買収防衛策ではないこと

EDINET提出書類

住友大阪セメント株式会社(E01127)

四半期報告書

 9/30



　　前記２.⑤の「本プランの適用開始、有効期間および廃止」に記載したとおり、本プランは、当社の株券等を大量に

買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止することができるものとして設計されており、

デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）

ではない。

　なお、当社は、期差任期制を採用していないため、本プランの導入によりスローハンド型買収防衛策（取締役会

の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）としての

効果が生じることもない。

　(4）研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、996百万円である。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設について完了

したものは、次の通りである。

新設　

会社名
事業所名

所在地
事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容 完了年月

 当社

 鉱産品事業部

 秋芳鉱業㈱

 山口県美祢市  鉱産品事業  秋芳鉱山新規鉱画開発工事  平成21年９月

　また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の改修計画は次の通りである。

改修

会社名
事業所名

所在地
事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

投資予定額
資金調達
方法

着手及び完了予定

総額
（百万円）

既支払額
（百万円） 着工 完了

 当社

 福岡支店

 佐賀県

 伊万里市
 セメント事業

 伊万里ＳＳ機能維

持・更新工事
1,017 0

 自己資金

及び借入

金

 平成21年８月 平成25年２月
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,470,130,000

計 1,470,130,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月10日）

上場金融商品取引所名又は登
録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 427,432,175 427,432,175
東京証券取引所　市場第１部

大阪証券取引所　市場第１部

単元株式数は1,000株である。

 

計 427,432,175 427,432,175 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項なし。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

　平成21年7月1日～

　平成21年9月30日
－ 427,432,175 － 41,654 － 10,413
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（５）【大株主の状況】

　 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口）  
東京都中央区晴海１丁目８－11 39,982 9.35

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11－３ 27,977 6.55

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 9,163 2.14

THE BANK OF NEW YORK 132561

（常任代理人　株式会社みずほコーポ

レート銀行　決済営業部）

ONE WALL STREET NEW YORK NY 10286

UNITED STATES OF AMERICA

（東京都中央区月島４丁目16－13）

8,560 2.00

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７丁目18－24 8,520 1.99

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口９）  
東京都中央区晴海１丁目８－11 8,190 1.92

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１丁目８－11 7,185 1.68

資産管理サービス信託銀行株式会社

（証券投資信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－12 6,636 1.55

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（住友信託銀行再信託分・住友

重機械工業株式会社退職給付信託口）

  

東京都中央区晴海１丁目８－11 5,128 1.20

DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB 

NON-TREATY CLIENTS 613

（常任代理人　ドイツ証券株式会社）

TAUNUSANLAGE 12,D-60325

FRANKFURT AM MAIN,

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY　

（東京都千代田区永田町２丁目11-１）

4,695 1.10

計 － 126,037 29.49

　（注）当社は自己株式10,914千株を保有しているが、上記「大株主の状況」からは除いている。

EDINET提出書類

住友大阪セメント株式会社(E01127)

四半期報告書

13/30



（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　10,914,000　
－ 単元株式数は1,000株である。

完全議決権株式（その他） 普通株式 411,321,000　 411,321 単元株式数は1,000株である。

単元未満株式 普通株式　 5,197,175 － １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 427,432,175 － －

総株主の議決権 － 411,321 －

②【自己株式等】

　 平成21年９月30日現在

 
所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

 
住友大阪セメント

株式会社

東京都千代田区

六番町6－28
10,914,000 － 10,914,000 2.55

 計 － 10,914,000 － 10,914,000 2.55

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

最高（円） 251 232 219 212 205 198

最低（円） 220 198 200 170 181 155

　  （注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,449 26,258

受取手形及び売掛金 38,953 42,237

有価証券 0 0

商品及び製品 8,315 7,480

仕掛品 2,091 3,006

原材料及び貯蔵品 10,582 11,580

繰延税金資産 2,204 1,533

短期貸付金 292 377

その他 1,856 2,062

貸倒引当金 △205 △230

流動資産合計 78,541 94,306

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 147,763 143,316

減価償却累計額 △94,035 △91,865

建物及び構築物（純額） 53,727 51,450

機械装置及び運搬具 357,282 346,349

減価償却累計額 △297,389 △290,459

機械装置及び運搬具（純額） 59,893 55,889

土地 39,774 39,137

建設仮勘定 6,890 15,891

その他 31,277 27,258

減価償却累計額 △16,188 △15,190

その他（純額） 15,089 12,067

有形固定資産合計 175,376 174,438

無形固定資産

のれん ※1
 25 405

その他 5,477 5,740

無形固定資産合計 5,502 6,145

投資その他の資産

投資有価証券 34,883 25,433

長期貸付金 1,337 1,453

繰延税金資産 1,083 1,015

その他 7,028 7,287

貸倒引当金 △624 △615

投資その他の資産合計 43,709 34,575

固定資産合計 224,588 215,159

資産合計 303,129 309,465
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,714 27,487

短期借入金 31,816 33,116

1年内返済予定の長期借入金 7,895 7,613

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 660 856

繰延税金負債 11 13

賞与引当金 2,126 2,056

その他 10,783 13,758

流動負債合計 76,008 94,902

固定負債

社債 22,000 22,000

長期借入金 59,092 54,767

繰延税金負債 9,448 5,399

退職給付引当金 904 828

役員退職慰労引当金 252 315

その他 9,122 9,570

固定負債合計 100,820 92,881

負債合計 176,828 187,783

純資産の部

株主資本

資本金 41,654 41,654

資本剰余金 31,084 31,084

利益剰余金 44,223 45,426

自己株式 △1,936 △1,926

株主資本合計 115,025 116,238

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,698 4,025

為替換算調整勘定 △29 △35

評価・換算差額等合計 9,668 3,989

少数株主持分 1,606 1,454

純資産合計 126,300 121,682

負債純資産合計 303,129 309,465
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 104,698 95,677

売上原価 84,303 78,251

売上総利益 20,394 17,425

販売費及び一般管理費 ※
 18,310

※
 16,831

営業利益 2,084 594

営業外収益

受取利息 45 44

受取配当金 381 450

その他 376 373

営業外収益合計 803 868

営業外費用

支払利息 1,090 1,081

持分法による投資損失 3 8

その他 396 592

営業外費用合計 1,491 1,683

経常利益又は経常損失（△） 1,397 △220

特別利益

固定資産売却益 24 27

投資有価証券売却益 17 56

貸倒引当金戻入額 72 19

その他 15 1

特別利益合計 130 104

特別損失

固定資産除却損 390 460

固定資産売却損 1 1

投資有価証券評価損 133 55

貸倒引当金繰入額 49 －

減損損失 68 12

その他 4 1

特別損失合計 648 532

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

878 △648

法人税、住民税及び事業税 1,009 385

法人税等調整額 △206 △687

法人税等合計 802 △302

少数株主利益 9 17

四半期純利益又は四半期純損失（△） 66 △363
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 53,185 47,648

売上原価 42,956 38,602

売上総利益 10,228 9,045

販売費及び一般管理費 ※
 9,440

※
 8,567

営業利益 788 478

営業外収益

受取利息 25 20

受取配当金 11 6

その他 145 214

営業外収益合計 181 241

営業外費用

支払利息 545 549

持分法による投資損失 11 0

その他 202 392

営業外費用合計 759 942

経常利益又は経常損失（△） 211 △222

特別利益

固定資産売却益 2 21

投資有価証券売却益 － 56

貸倒引当金戻入額 49 11

その他 15 0

特別利益合計 67 90

特別損失

固定資産除却損 380 281

固定資産売却損 － 0

投資有価証券評価損 120 －

貸倒引当金繰入額 49 －

減損損失 68 12

その他 4 1

特別損失合計 622 296

税金等調整前四半期純損失（△） △343 △428

法人税、住民税及び事業税 397 87

法人税等調整額 △429 △145

法人税等合計 △31 △58

少数株主損失（△） △13 △11

四半期純損失（△） △298 △358
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

878 △648

減価償却費 9,719 9,834

減損損失 68 12

のれん償却額 68 84

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △19

受取利息及び受取配当金 △426 △495

支払利息 1,090 1,081

為替差損益（△は益） △82 120

持分法による投資損益（△は益） 3 8

有形固定資産売却損益（△は益） △23 △25

売上債権の増減額（△は増加） 19 3,908

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,819 1,847

仕入債務の増減額（△は減少） 1,512 △5,491

その他 567 △763

小計 10,573 9,454

利息及び配当金の受取額 420 484

利息の支払額 △1,104 △1,119

法人税等の支払額 △1,318 △718

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,571 8,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △11,877 △11,028

固定資産の売却による収入 48 114

投資有価証券の取得による支出 △14 △24

投資有価証券の売却による収入 28 159

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 225

貸付けによる支出 △333 △2,299

貸付金の回収による収入 133 189

その他 △65 349

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,080 △12,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 913 △1,296

長期借入れによる収入 6,897 8,400

長期借入金の返済による支出 △2,567 △3,793

社債の償還による支出 △5,000 △10,000

自己株式の売却による収入 0 2

自己株式の取得による支出 △175 △11

配当金の支払額 △1,461 △833

少数株主への配当金の支払額 △1 △6

その他 － △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,394 △7,574

現金及び現金同等物に係る換算差額 15 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,888 △11,809

現金及び現金同等物の期首残高 22,825 25,988

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 17,937

※
 14,178
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１.連結の範囲に関する事項の変更 （1）連結の範囲の変更

　　第１四半期連結会計期間より、連結子会社である大窯汽船株式会社は、タ

イヨウ汽船株式会社に商号を変更している。また、タイヨウ汽船株式会社

からの会社分割により、大窯汽船株式会社及び大窯汽船高知株式会社が新

たに設立されたため、連結の範囲に含めている。

　当第２四半期連結会計期間より、栗本コンクリート工業株式会社を、同社

の株式取得により、連結の範囲に含めている。

（2）変更後の連結子会社の数

　　36社

２.会計処理基準に関する事項の変更 （1）完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更
　　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用し

ていたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より

適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期

連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その

他の工事については工事完成基準を適用している。

　これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益への影響はない。  　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績

率を使用して貸倒見積高を算定している。

２．固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっている。

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環

境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められたため、前

連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを

利用する方法によっている。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

  ※１のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示している。相　　

殺前の金額は次のとおりである。

　のれん　　　　　　　　　　　　 322百万円
　負ののれん　　　　　　　　　   297百万円

　　　　　　　　　　──────

　

　

　

　　２偶発債務

銀行借入金等に対する保証債務は次の通りである。

①　銀行借入金に対する保証債務

　　偶発債務

銀行借入金等に対する保証債務は次の通りである。

①　銀行借入金に対する保証債務

押上・業平橋駅

周辺土地区画整理組合

    24百万円

計 24　

②　生コンクリート協同組合からの商品仕入債務に

対する保証債務

㈱ブラスト    186百万円
塚本建材㈱ 184　
その他（３社） 24　

計 395　

押上・業平橋駅

周辺土地区画整理組合

  55百万円

計 55　

②　生コンクリート協同組合からの商品仕入債務に

対する保証債務

塚本建材㈱     167百万円
㈱ブラスト 166　
その他（２社） 51　

計 385　

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主なものは次の通りであ

る。

販売諸掛   5,450百万円
給与、賞与   3,276
賞与引当金繰入額 965　
退職給付引当金繰入額 276　

※　販売費及び一般管理費のうち主なものは次の通りであ

る。

販売諸掛   4,286百万円
給与、賞与        3,383
賞与引当金繰入額 926　
退職給付引当金繰入額 　329

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主なものは次の通りであ

る。

販売諸掛   2,809百万円
給与、賞与      1,626
賞与引当金繰入額 525　
退職給付引当金繰入額 139　

※　販売費及び一般管理費のうち主なものは次の通りであ

る。

販売諸掛   2,203百万円
給与、賞与   1,644
賞与引当金繰入額 507　
退職給付引当金繰入額 170　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金   18,215百万円
預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△277

現金及び現金同等物 17,937

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金   14,449百万円
預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△270

現金及び現金同等物 14,178
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式  427,432千株

２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式  10,914千株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項なし。　

４．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 833 2.0  平成21年３月31日  平成21年６月29日
利益剰余

金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

 
セメント
（百万円）

鉱産品
（百万円）

建材
（百万円）

光電子・
新材料
（百万円）

不動産・
その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益         

売上高         
(1）外部顧客に対する売

上高
43,220 2,400 2,551 3,532 1,481 53,185 － 53,185

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,053 885 712 6 1,883 4,542 △4,542 －

計 44,273 3,286 3,263 3,539 3,364 57,727 △4,542 53,185

営業利益又は営業損失

（△）
811 66 △35 △403 381 820 △31 788

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 
セメント
（百万円）

鉱産品
（百万円）

建材
（百万円）

光電子・
新材料
（百万円）

不動産・
その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益         

売上高         
(1）外部顧客に対する売

上高
37,894 1,850 2,701 3,984 1,217 47,648 － 47,648

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
759 859 655 0 1,278 3,553 △3,553 －

計 38,654 2,709 3,356 3,984 2,496 51,201 △3,553 47,648

営業利益又は営業損失

（△）
568 △75 △9 △334 324 473 4 478

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 
セメント
（百万円）

鉱産品
（百万円）

建材
（百万円）

光電子・
新材料
（百万円）

不動産・
その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益         

売上高         
(1）外部顧客に対する売

上高
85,010 4,657 5,535 6,257 3,237 104,698 － 104,698

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,729 1,904 1,152 6 3,569 8,363 △8,363 －

計 86,740 6,562 6,688 6,264 6,806 113,062 △8,363 104,698

営業利益又は営業損失

（△）
2,024 165 △25 △917 862 2,110 △25 2,084

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 
セメント
（百万円）

鉱産品
（百万円）

建材
（百万円）

光電子・
新材料
（百万円）

不動産・
その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益         

売上高         
(1）外部顧客に対する売

上高
76,125 3,621 5,733 7,427 2,768 95,677 － 95,677

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,428 1,802 1,144 2 2,733 7,111 △7,111 －

計 77,554 5,423 6,878 7,430 5,502 102,789 △7,111 95,677

営業利益又は営業損失

（△）
714 △205 △33 △528 645 594 0 594

　（注）１　事業区分の方法

　　　　　　当社の売上集計区分によっている。
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２　各事業区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

セメント
各種セメント、生コンクリート、セメント系固化材、セメント工場における電力の供給、原燃料リサ

イクル

鉱産品 石灰石他鉱産品

建材 コンクリート構造物向け補修材料、コンクリート２次製品

光電子・新材料 光通信部品及び計測機器、セラミックス製品、ＰＤＰ用フィルター（※）、ナノ粒子材料

不動産・その他 不動産賃貸、エンジニアリング、ソフトウェア開発

　　　　　　　　　　　　　（※）平成21年３月末にてＰＤＰ用フィルム事業より撤退し、ＰＤＰ用フィルター事業へ特化している。

３　会計処理の方法の変更

　当第２四半期連結累計期間　　

　（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更）　

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.（1）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を適用している。

　これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はな

い。

【所在地別セグメント情報】

　前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略している。

　前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略している。

【海外売上高】

　前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 　　　　 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略している。　

　前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 　　　　 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略している。　
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（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はない。

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はない。

（ストック・オプション等関係）

該当事項なし。　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 299.37円 １株当たり純資産額 288.62円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 0.15円 １株当たり四半期純損失金額（△） △0.87 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載していない。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載していない。

　（注）　１株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） 66 △363

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円）
66 △363

期中平均株式数（千株） 417,494 416,539

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額

（△）
 △0.72円

１株当たり四半期純損失金額

（△）
 △0.86円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載していない。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載していない。

　（注）　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純損失（△）（百万円） △298 △358

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（△）（百万円） △298 △358

期中平均株式数（千株） 417,381 416,526
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　当社は、平成21年９月17日開催の取締役会決議に基づき、平成21年10月23日に以下の条件で普通社債を発行した。

　住友大阪セメント株式会社第12回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

　(1）発行総額　　　　　　5,000百万円

　(2）発行価額　　　　　　額面100円につき金100円

　(3）利率　　　　　　　　年1.31％

　(4）払込期日　　　　　　平成21年10月30日

　(5）償還期限　　　　　　平成26年10月30日

　(6）償還方法　　　　　　期限一括償還

　(7）担保又は保証　　　　なし

　(8）資金の使途　　　　　関係会社に対する出資又は融資および借入金の返済資金に充当する予定である。

（リース取引関係）

　リース取引開始日が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度前の連結会計年度に属する所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っているが、当四半期連結会計期

間におけるリース取引残高は前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はない。

２【その他】

　　該当事項なし。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月10日

住友大阪セメント株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田　高志　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原口　清治　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 香山　良　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住友大阪セメント株

式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住友大阪セメント株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管している。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２１年１１月９日

住友大阪セメント株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田　高志　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原口　清治　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 宮沢　琢　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住友大阪セメント株

式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住友大阪セメント株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管している。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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